
 本町では、住民の生活に必要不可欠な飲用に適する水を水道により供給することを目的として、水道法に基づく
「水道事業（通称：上水道）」を運営しています。

 軽井沢町上水道事業は大正15年に創設され、昭和4年に給水開始して以降、平成23年3月の第10次拡張事業におい
て、計画給水人口19,800人、計画一日最大給水量23,500m³/日の認可を受け、現在に至ります。

 経営戦略とは、総務省が各公営企業に策定を要請している中長期的な経営計画であり、経営戦略の中心となる
「投資・財政計画」は、投資見通しである「投資試算」と財源見通しである「財源試算」が均衡するように調整
した収支計画のことです。

 経営戦略における計画期間は10年間以上とされており、PDCAサイクルの考え方を取り入れ、定期的に改定を行っ
ていくことが推奨されています。
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 軽井沢町の水道事業では、将来にわたり住民生活に必要なサービスの安定的な供給を継続できるよう、令和3年3
月に10年間を計画期間とした「軽井沢町水道事業経営戦略」を策定しました。

 令和3年3月に経営戦略を策定して以降、新型コロナウイルスの流行、今般の物価高騰やエネルギー価格高騰など
の影響により、水道事業を取り巻く環境が変化しています。前回経営戦略策定から4年が経過し、計画の進捗、
施設の老朽化、財政状況の変化などを踏まえた経営計画の見直しが必要となっています。

 現在、総務省より令和7年度までの経営戦略改定の要請がなされおり、「経営戦略策定・改定マニュアル (令和4
年1月総務省)」も示されている状況です。

 この度、経営戦略を改定し、将来に向けて軽井沢町水道事業を安定的に運営できるよう、経営の健全化及び、事
業の更なる経営基盤強化と財政マネジメント向上を目的に、「軽井沢町水道事業経営戦略（令和7年度改定
版）」として新たに10年間の経営戦略を策定します。

経営戦略の概要

策定の目的・改定の趣旨 水道事業概要

図：投資・財政計画イメージ図（出典：総務省資料）

 対象となる事業は「軽井沢町水道事業会計」内で管理される軽井沢町上水道事業とします。
 計画期間は、令和8年度から令和17年度の10年間とします。

対象事業・計画期間

表：水道整備状況（令和6年度末時点）

 本町の水道料金については、軽井沢町給水条例で定められており、用途別基本料金と超過料金による用途別二部
料金制に、使用する水道メーターの口径に応じた量水器使用料を組み合わせた体系を採用しています。

 また、別荘利用者は季節用水道料金を設定しています。
 一般家庭における１ヶ月水量20㎥を使用した場合において周辺の事業体と比較してすると、最も低い料金水準と

なっています。

水道使用料体系

表：使用料体系

図：月額料金比較（口径13mm水量20㎥/月使用時）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

町上位計画

令和5～令和9年度 令和10～令和14年度

前期基本計画 後期基本計画（予定）

水道経営計画

アセットマネジメント 令和2～令和41年度

40年間の長期見通し（試算）

水道ビジョン（R2改訂） 計画目標年度：令和11年度

平成22年度策定（当初）

経営戦略（当初） 令和3～令和12年度

経営戦略（今回改定）  令和8～令和17年度

10年間計画

年度
計画名称

軽井沢町
第６次長期振興計画

【給水料金】 （税抜） 【量水器使用料】 （税抜）

口径 1ヶ月 1年

基本水量 料金 (mm) (円) (円)

(m³) (円) 13 90 1,080

一般用 850 16 110 1,320

営業用 1,060 20 140 1,680

官公署用 20 2,450 25 210 2,520

特殊用 100 10,200 30 260 3,120

臨時用 10 3,000 40 420 5,040

50 1,100 13,200

75 1,900 22,800

基本水量 料金 100 2,100 25,200

(m³) (円)

一般用

営業用

※消費税のみの改訂は含まない

料金

(円)

季節 10 8,278 365

料金改定年月日 平成 8年 4月 1日

常住

10

区分 用途

基本料金(1年)

区分 用途

基本料金(1ヶ月) 超過料金(1m³当たり)

料金

115

155

270

超過料金(1m³当たり)

(円)

給水開始年月 計画給水人口 行政区域内人口 給水区域内人口 現在給水人口 給水普及率

S4.4.3 19,800人 21,678人 20,464人 20,359人 99.5%

計画一日最大給水量 実績一日最大給水量 実績一日平均給水量 有収率 負荷率 施設利用率

23,500m³/日 21,200m³/日 14,590m³/日 71.3% 68.8% 62.1%



 水道施設の老朽化の進行
⇒水道施設の代表的な耐用年数は、水道管で40年、配水池などの土木構造物は60年、機械設備類は10～20年とされ
ており、今後多くの施設が更新期を迎えるなど施設の老朽化が進行しています。

 物価上昇
⇒水道事業運営においては、建設費や維持管理などの経費が必要になりますが、近年は建設資材や労務費、電気代
等のエネルギー価格が高騰し、物価上昇が顕著となっています。

取り巻く環境変化

 経営指標を活用した現状分析
⇒ 経営指標を用いて、本町における経年変化と類似団体平均値の比較による経営状況の分析・把握を行いました。
⇒ 特に評価できる点は、①経常収支比率、⑤料金回収率、⑥給水原価などの経営成績やコスト抑制の面であり、類

似団体平均と比較しても良好な状況と言えます。
⇒ 今後施設の老朽化により、必要な投資額が増えた場合においても適切な経営状況を維持することが目標としてあ

げられます。

経営状況の分析・把握

 将来の給水人口・有収水量・料金収入の見通し
⇒ 給水人口の推計にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所が示す「日本の地域別将来推計人口（令和5年度

推計）」を基に、令和6年度実績で補正を行いました。
⇒ 給水人口及び有収水量の推移は、今後横ばいで推移する見通しとなっています。また計画期間中の料金収入につ

いても横ばいで推移する見通しとなっています。

 施設の健全性・更新需要の見通し

⇒ 令和2年度に実施したアセットマネジメント検討における水道資産の健全性の推移を以下に示します。仮に更新
を実施しなかった場合、本計画最終年度である令和17年度時点において、施設・設備の老朽化資産は約46％、管
路の老朽化管路延長は約62％に達する見込みとなっています。

（※老朽化資産：事故・故障を未然に防止する考え方においては更新すべきと考えられる資産）
⇒ 更新需要見通しは、それぞれ施設・設備更新需要で単年度平均1.47億円、管路で単年度平均5.98億円と試算され

ています。なお、アセットマネジメント検討における財政計画では、管路の建設改良費について、実績を踏まえ
た投資可能額として単年度平均3.0億円とし、施設・設備及び管路の合計更新需要として単年度平均4.47億円と
しています。

将来の事業環境把握

表：経営指標比較分析

図：給水人口の見通し 図：水道料金収入の見通し（現行料金水準）

図：更新しなかった場合の施設・設備の健全度推移

図：施設・設備の更新需要の見通し

図：現有資産取得実績（現在価値換算） 図：建設物価デフレータ推移（出典：国土交通省）

■水道事業：経営比較分析指標(経営の健全性・効率性指標)】

①経常収支比率：収益状況に関する指標

②累積欠損金比率：累積の欠損金(赤字)状況に関する指標

③流動比率：債務支払能力に関する指標

④企業債残高対給水収益比率：企業債残高の規模に関する指標

⑤料金回収率：経費に対しての料金水準に関する指標

⑥給水原価：1㎥あたりの原価に関する指標

⑦施設利用率：施設利用状況に関する指標

⑧有収率：生産した水が収益につながっているかに関する指標
図：経営指標レーダーチャート
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図：管路の更新需要の見通し

図：更新しなかった場合の管路の健全度推移

項目 軽井沢町R1 軽井沢町R6 経年傾向 類似平均R5 類似比較

①経常収支比率(%) 128.80 125.48 108.04

②累積欠損金比率(%)
※欠損金がないため数値なし

0.00 0.00 － 9.59

③流動比率(%) 268.41 264.31 338.89

④企業債残高対給水収益比率(%) 88.50 7.15 400.21

⑤料金回収率(%) 129.67 129.84 92.83

⑥給水原価(円/m³) 132.30 132.18 189.43

⑦施設利用率(%) 53.86 62.09 55.14

⑧有収率(%) 74.61 71.30 80.13

経営の健全性
・効率性



 本経営戦略では、「軽井沢町水道ビジョン（令和2年度改定）」における基本目標を踏襲し、以下の基本方針を
念頭に事業経営を行います。

経営の基本方針

 計画的な資産管理（アセットマネジメント）
⇒ アセットマネジメントとは、施設の老朽度や重要度を把握した上で、長期的な視点での投資の平準化、財源確保

の検討を行うことにより、裏付けのある効率的かつ効果的な事業運営を目指す考えです。本町の水道事業では令
和2年度に実施し、事業計画立案へ活用しています。将来的な水需要予測に注視しつつ、施設の統廃合やダウン
サイジング等を踏まえたレベルアップを図っていく必要があります。

 耐震化対策の推進
⇒現在、国土交通省においては、その水道施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う恐れがある「急所施設」
や、震災時に給水が特に必要な避難所や病院、防災拠点などへ接続する管路である「重要給水施設管路」の耐震
化を推進しています。本町においても急所施設や重要給水施設管路を明確化し、必要な耐震化対策を推進してい
きます。なお、上記の考えは下水道事業と一体で考えることが推奨されているため、下水道事業とも連携して対
策実施を推進していきます。

 水道料金の適正維持
⇒本町の水道料金水準は、現時点においては、給水に係る原価を供給単価で賄えている状況ではありますが、3年
から5年ごとの適切な時期に見直しを行うこととされている（水道法施行規則第12条）ことからも、定期的な検
証を行い、引き続き水道料金の適正水準の維持に努めます。

 民間活用の検討
⇒現在も水道施設の保守や水質検査など専門的な管理の一部を民間企業へ委託しています。現在、施設点検等の委
託範囲拡大と、窓口業務の包括的な委託を令和9年度より計画しています。民間活用を行うことで、職員数の減少
に対応しつつ、専門的な業務にリソースを注力し、専門人材の確保と育成に取り組むことで運営基盤強化を図り
ます。

 スマートメーター導入検討
⇒水道DXに関する取り組みの一つとして、水道スマートメーターの導入について計画しています。導入により給水
検針業務の効率化、漏水等の早期検知、水道施設管理の高度化、顧客サービスの向上などが期待されます。

 広域化・共同化の検討
⇒水道事業では、より効率的な事業運営を行うため、施設の統廃合や広域化・共同化の検討を行うことが推奨され
ています。長野県が策定・公表した「長野県水道ビジョン（水道広域化推進プラン）令和5年3月」において、本

町が属している佐久圏域では、浅麓水道企業団（水道用水供給事業）と受水事業者（軽井沢町、小諸市、御代田町、
佐久水道企業団）との垂直統合を目指した段階的な統合検討などが示されています。

経営効率化・健全化への主な取り組み

 投資・財政計画策定作業を行うにあたり、地方公営企業である水道事業会計における経営や料金の原則について、
改めて確認を行いました。

経営や料金に関する原則

 適正な料金水準の検討にあたり、水道料金算定要領に基づき、総括原価方式により料金算定期間中（3～5年を基
準）において必要となる料金改定率を検討しました。総括原価方式では、水道施設の将来更新時において、物価
上昇や環境変化、施設の高度化などによる工事費の増大に対応できるように、資産維持費を見込んでいることが
求められています。

【総括原価とは】
 総括原価は、料金算定期間中（3～5年を基準）の総収入額を決定する基礎となる原価であり、誠実かつ能率的な

経営の下における適正な営業費用に、水道事業の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算
定された額を基礎とします。

総括原価方式による料金収入検討
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【独立採算性の原則】
● 地方財政法第6条
⇒原則、当該事業の経営に伴う収入(水道料金)をもって運営を
行う。

【水道料金の決定原則】
● 水道法第14条第2項
⇒料金が、適正な原価に照らし、健全な経営を確保することが
できる公正妥当なものであること。

●水道法施行規則第12条
⇒料金が、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができ、
明確な根拠に基づき設定されたものであること。

●水道法第14条第2項に係る技術的細目（規則第12条）
⇒水道料金設定の算定方式は総括原価方式によるものとし、算
定基礎として資産維持費を含める必要がある。

● 水道料金算定要領(公社日本水道協会)
⇒料金算定は、概ね将来の3年から5年の算定期間での検証・改
定が基本とされている。

図：公営企業の収支構造イメージ

資本的収支予算 収益的収支予算

建設改良費

企業債元金償還金

ほか

現金支出

企業債

補助金

ほか

現金収入

補てん財源

として充当

その他補てん財源

水道料金

ほか

現金収入

長期前受金戻入

この差額分の

現金が貯まる

損益勘定

留保資金

非現金収入

維持管理費

支払利息

ほか

減価償却費

資産減耗費

非現金支出

現金支出

収
支
不
足
分

支出 収入 収入 支出

水道事業会計(公営企業会計)の構造

図：基本方針（軽井沢町水道ビジョンに準拠）

※水道料金収入以外で見込む収入（他会計負担金、受託工事収入等）

【資産維持費とは】
 資産維持費とは、物価上昇や環境変化、施設高

度化による将来更新時の工事費増大に対して、
水道施設の計画的な更新等の原資として内部留
保すべき額とされます。

資産維持費＝対象資産×資産維持率※

※今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給
水サービスの提供を確保できる水準として、水道
料金算定要領において3.0％が標準と定められて
います。

図：資産維持費のイメージ



【投資計画】
 10年間の投資・財政計画を検討するにあたり、資本的支出については、前半5年間（令和8～12年）は水道事業

実施計画、後半5年間（令和13～17年）はアセットマネジメント検討に基づく更新需要より建設改良費を設定し
ました。なお、管路は更新率目標値として10年間で10％（平均更新率1.0％/年）としています。

【財政シミュレーション】
 財政シミュレーションでは、経営や料金の原則、主要項目を踏まえつつ、資産維持率を段階的に設定し、複数

のケースを設定し、必要となる料金改定や投資に対する資金の推移に着目して評価を行いました。なお、本検
討では、料金算定期間について経営戦略の見直しサイクルも踏まえて5年間に設定しました。

 検討の結果、企業債に依存することなく、投資計画に対して資金残高の推移が最もバランスを取ることができ
るケースDを採用しました。

財政シミュレーション

 財政シミュレーション結果から、本町の水道事業の投資計画に対する適正な料金水準は、総括原価方式に基づく
資産維持費の水準として、資産維持率1.5％を確保する見通しとなりました。

 計画期間内の適正な経営成績維持（経常収支比率100％以上での黒字確保）の面、料金回収率100％以上の確保に
よる適正な料金水準維持の観点から、料金増額改定を定期的に行うことを目標とし、健全な経営状況維持へ向け
た財政計画を策定しました。

※なお、本計画は確定事項ではなく、実際の改定時期や改定率等は町内での合意形成を図りながら慎重に判断して
いきます。

投資・財政計画 (収支計画)

【料金回収率維持へ向けたロードマップ】

図：料金収入の推移 図：経常収支比率の推移
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投資水準に対して資金
余力がある状態とな
り、料金改定が過大と
考えられる。

料金改定に対して、投
資水準と資金推移がバ
ランスの取れた状態と
なる。

料金改定による資金確
保が追い付かず、将来
的な資金ショートが見
込まれる。

料金改定に対して、投
資水準と資金推移がバ
ランスの取れた状態と
なる。ただし、企業債
残高の増加が継続す
る。
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投資水準に対して資金
余力がある状態とな
り、料金改定が過大と
考えられる。

資産維持費

料金改定率

企業債借入

評価

継続的な赤字、資金
ショートの発生で事業
が成り立たない。
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・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円

・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円
・R13年～建設改良費
　の10％

・なし

・なし

・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円

・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円

・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円

・三笠浄水場更新関連
　R9年：3.0億円

C D E F

・資産維持率3.0％
（標準的な水準）

・資産維持率2.0％ ・資産維持率1.5％ ・資産維持率1.0％ ・資産維持率1.0％

財政成績

A B

※アセットマネジメント更新需要（施設設備1.47億円/年＋管路3.0億円/年）に調査設計費10％見込んでいます。
※アセットマネジメント更新需要の施設・設備は近年の実績平均の比率に基づき、比例按分しています。

表：財政シミュレーション結果概要

投資計画

工種 R13 R14 R15 R16 R17

施設 77,616 77,616 77,616 77,616 77,616

設備 84,084 84,084 84,084 84,084 84,084

管路 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000

合計 491,700 491,700 491,700 491,700 491,700

アセットマネジメント更新需要

表：投資計画の設定

実績 見込 （単位：％）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

料金回収率【据置】 96.8 92.2 95.9 94.2 93.9 93.0 92.7

料金回収率【改定】 118.1 112.5 117.0 115.0 114.6 119.1 118.8

改定率 22.0 5.0

経常収支比率【据置】 100.7 96.1 99.8 98.1 97.8 96.8 96.6

経常収支比率【改定】 120.6 115.9 120.3 118.3 117.9 122.3 122.0

経営戦略見直し ● ● ●

計画期間

水道料金の検証 ●

水道料金の改定 － ● ●

審議会開催 － ● ●

● ●

106.8 103.1

125.5 117.8 113.7 110.3 106.8

124.2 114.7 110.4

単位：千円

投資計画

工種 R8 R9 R10 R11 R12

施設 84,050 268,200 60,000 0 0

設備 204,300 148,440 82,000 112,500 102,000

管路 160,000 144,500 206,000 206,000 206,000

合計 448,350 561,140 348,000 318,500 308,000

水道事業実施計画(R8～R12)

※資産維持率1.5％を達成する料金回収率目標水準


